
第
9
回
総
務
・
企
画
・
議
会
小
委
員
会
�

各
小
委
員
会
の
開
催
状
況
�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
11
月
2
日（
火
）�

　
　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
20
分
　�

場
　
　
所
／
園
部
国
際
交
流
会
館�

出
席
者
／
10 
名
　
傍
聴
者
／
3
名�

協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
5�

　
　
　
　
　
小
委
員
会
決
定
項
目
蝸
5�

協
議
概
要
／『
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
』、『
条
例
、

　
　
　
　
　
規
則
等
』、『
自
治
会
、行
政
連
絡
機
構
』、『
防

　
　
　
　
　
災
関
係
』及
び『
Ｊ
Ｒ
対
策
』の
取
扱
い
に
つ

　
　
　
　
　
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、全
て
小
委
員
会
と
し

　
　
　
　
　
て
決
定
さ
れ
、次
回
協
議
会
に
提
案
す
る
こ

　
　
　
　
　
と
と
さ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
な
お
、市
議
会
議
員
の
選
挙
区
に
関
し
、

　
　
　
　
　
旧
町
の
区
域
に
１
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と

　
　
　
　
　
に
つ
い
て
は
、初
回
選
挙
時
の
み
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
と
を
明
確
に
定
め
て
お
く
べ
き
と
の
意
見

　
　
　
　
　
を
踏
ま
え
、調
整
結
果
案
の
文
言
修
正
が
行

　
　
　
　
　
わ
れ
て
い
ま
す
。�

�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　
旧
町
区
域
毎
の
定
数
を
決
め
た
算
出
根
拠

　
　
　
　
　
を
教
え
て
欲
し
い
。�

　
　
　
　
　
公
職
選
挙
法
に
よ
り
原
則
１
市
１
選
挙
区

　
　
　
　
　
と
な
っ
て
い
る
が
、合
併
等
の
特
別
な
場
合

　
　
　
　
　
に
限
り
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
中
で
、議
会
の
意
向
を
尊
重
し
、対
等
合
併

　
　
　
　
　
や
互
助
の
精
神
を
勘
案
し
な
が
ら
均
等
割

　
　
　
　
　
3
名
、残
り
を
有
権
者
数
に
重
き
を
お
い
た

　
　
　
　
　
人
口
割
で
算
出
し
た
。�

　
　
　
　
　
地
域
の
事
情
が
違
う
4
町
の
合
併
で
あ
る

　
　
　
　
　
た
め
、地
域
の
意
見
を
反
映
す
る
選
挙
区
割

　
　
　
　
　
を
敷
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
成
す
る
。�

�

�

出
席
者
／
10
名
　
傍
聴
者
／
5
名�

協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
2
　�

               

小
委
員
会
決
定
項
目
蝸
1
　
　�

               

継
続
協
議
項
目
蝸
1
　�

協
議
概
要
／ 

『
事
務
機
構
及
び
組
織
』
及
び
『
町
の
慣�

                

行
』
の
取
扱
い
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ               

　
　
　
　
　
ま
し
た
。�

              

　『
事
務
機
構
及
び
組
織
』
の
取
扱
い
に
つ

　
　
　
　
　
い
て
は
、
組
織
機
構
の
体
系
に
つ
い
て
了

　
　
　
　
　
解
さ
れ
ま
し
た
が
、
支
所
長
の
権
限
な
ど

　
　
　
　
　
に
関
し
て
各
委
員
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
継

　
　
　
　
　
続
協
議
と
さ
れ
ま
し
た
。�

              

　
な
お
、
『
町
の
慣
行
』
の
取
扱
い
に
つ

　
　
　
　
　
い
て
は
、
小
委
員
会
と
し
て
決
定
さ
れ
て

　
　
　
　
　
い
ま
す
。�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
事
務
機
構
及
び
組
織
の
取
扱
い
に
つ
い
て�

               

福
祉
部
の
福
祉
事
務
所
は
本
庁
に
併
設
す  �

               

る
の
か
。
事
務
所
長
は
別
に
置
く
の
か
。�

               

福
祉
事
務
所
を
別
途
設
置
す
る
の
で
は
な           �

               

い
。
事
務
所
長
は
福
祉
部
長
が
兼
ね
る
。�

第
7
回
合
併
協
議
会（
2
頁
参
照
）に
先
立
ち
、各
小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
�

事
務
局�

委
　
員�

委
　
員�

第
10
回
総
務
・
企
画
・
議
会
小
委
員
会
�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
12
月
1
日（
水
）�

　
　
　
　
　
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
0
時
5
分�

場
　
　
所
／
園
部
国
際
交
流
会
館 

　�

�

委
　
員�

事
務
局�

新
市
の
組
織
機
構
を
決
定�

　
　
　
　
　（
第
11
回
総
務
・
企
画
・
議
会
小
委
員
会
）�

�

新
市
建
設
計
画
を
決
定�

　
　
　
　
　（
第
11
回
新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会
）�

�

！
�
�！
�
�

！
�
�！
�
�

�
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支
所
に
一
般
職
の
支
所
長
を
置
く
こ
と
は
当     �

              

然
で
あ
り
必
要
で
あ
る
が
、地
域
助
役
と
支   �

               

所
長
を
置
く
二
重
構
造
の
組
織
は
い
ら
な�

              
い
。地
域
助
役
を
置
く
な
ら
ば
支
所
長
の
事�

              
務
も
取
り
扱
う
よ
う
に
し
て
は
ど
う
か
。�

              

地
域
の
独
自
性
、ゆ
る
や
か
な
合
併
が
基
本    �

              

で
あ
り
、地
域
助
役
に
権
能
を
与
え
る
こ
と�

              

が
独
自
性
の
発
揮
で
は
な
い
か
。�

               

支
所
の
権
能
と
言
う
部
分
で
合
併
過
渡
期�

              

に
支
所
に
特
別
職
が
必
要
な
の
か
、一
般
職 �

              

の
支
所
長
で
よ
い
の
か
の
判
断
は
委
員
の
指�

              

示
を
仰
ぎ
た
い
。�

               

支
所
に
一
定
の
権
限
を
持
た
せ
地
域
住
民
に�

              

密
着
し
た
支
所
運
営
を
し
た
い
と
い
う
こ�

              

と
は
共
通
し
て
い
る
が
、一
方
、財
政
の
健
全�

              

化
、組
織
の
ス
リ
ム
化
も
命
題
と
し
て
あ
り
、�

              

ど
の
よ
う
に
調
整
し
て
い
く
か
が
問
題
で
あ�

              

る
。�

               

こ
の
議
題
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
検
討
す �

              

る
余
地
が
あ
る
の
で
継
続
協
議
と
し
た
い
。�

��

　
　
　
　
　�

委
　
員�

委
　
員�

事
務
局�

委
　
員�

委
員
長�

第
11
回
総
務
・
企
画
・
議
会
小
委
員
会
�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
12
月
4
日（
土
）�

　
　
　
　
　
午
後
5
時
〜
6
時
20
分�

�

場
　
　
所
／
園
部
国
際
交
流
会
館
　
　
　
　        

　

出
席
者
／
9
名
　
傍
聴
者
／
5
名�

協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
1�

               

小
委
員
会
決
定
項
目
蝸
1 �

協
議
概
要
／
前
回
の
小
委
員
会
に
お
い
て
継
続
協
議
と �

               

な
っ
て
い
た
『
事
務
機
構
及
び
組
織
』
の�

               

取
扱
い
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

               

　
そ
の
結
果
、
「
地
域
助
役
は
置
か
な
い     �

               

が
、
支
所
に
は
特
別
職
を
置
く
こ
と
が
望   �

               

ま
し
い
」
と
の
意
見
が
取
り
ま
と
め
ら
れ�

               

る
と
と
も
に
、
委
員
か
ら
は
、
各
支
所
に�

               

臨
時
の
参
与
（
特
別
職
）
を
設
置
し
、
支�

               

所
長
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
て
は
ど
う
か

　
　
　
　
　
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
本
件
に
つ

　
　
　
　
　
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
協
議
結
果
を
踏
ま
え

　
　
　
　
　
て
、
新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会
に
お

　
　
　
　
　
い
て
も
議
論
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

               
　
な
お
、
今
回
の
協
議
を
も
っ
て
、
本
小

　
　
　
　
　
委
員
会
で
予
定
さ
れ
て
い
た
合
併
協
定
項

　
　
　
　
　
目
の
協
議
は
全
て
終
了
し
ま
し
た
。�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
事
務
機
構
及
び
組
織
の
取
扱
い
に
つ
い
て�

               

新
市
に
お
い
て
5
人
の
助
役
を
置
く
こ
と �

               

は
、
合
併
に
よ
る
ス
リ
ム
化
や
効
率
化
に�

               

反
す
る
こ
と
に
な
る
。�

               

い
つ
ま
で
も
支
所
に
常
勤
の
特
別
職
を
置      �

               

く
こ
と
は
無
理
と
し
て
も
、
合
併
直
後
に�

               

お
け
る
住
民
の
混
乱
を
ま
ね
か
な
い
為
に     �

               

も
迅
速
・
的
確
な
措
置
が
で
き
る
特
別
職�

               

を
置
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。�

               

支
所
の
権
限
、
権
能
を
考
え
る
と
、
一
般�

               

職
の
支
所
長
で
は
限
度
が
あ
り
無
理
が
生�

               

じ
る
の
で
は
な
い
か
。
合
併
に
よ
る
住
民�

               

不
安
を
な
く
す
こ
と
も
考
え
て
ほ
し
い
。�

               

支
所
に
特
別
職
は
必
要
で
あ
る
が
、
地
域 �

               

助
役
に
代
わ
る
職
は
な
い
か
。�

               

地
域
助
役
は
置
か
な
い
が
、
対
等
合
併
や�

               

新
市
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
へ
の
対
応
と�

               

し
て
支
所
に
一
定
期
間
特
別
職
を
置
く
こ�

               

と
は
必
要
で
あ
り
、
折
衷
案
と
し
て
参
与�

               

を
置
く
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
。�

               

本
小
委
員
会
で
は
組
織
機
構
図
に
地
域
助�

               

役
は
置
か
な
い
。
た
だ
し
、
合
併
過
渡
期�

               

に
は
支
所
に
特
別
職
を
置
く
こ
と
が
望
ま�

               

し
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
は
新
市�

               

建
設
計
画
策
定
小
委
員
会
に
送
る
こ
と
で  �

               

決
定
す
る
。�

委
　
員�

委
員
長�

委
　
員�

委
　
員�

委
　
員�

委
　
員�

継
続
協
議
へ
�



（8）

合合合合併併併併協協協協議議議議会会会会だだだだよよよよりりりりvvvvooooIIII ....8888

第
11
回
新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会
�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
11
月
9
日（
火
）�

　
　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
10
分
　�

場
　
　
所
／
園
部
国
際
交
流
会
館�

出
席
者
／
11
名
（
3
名
欠
席
）
　
傍
聴
者
／
32
名�

協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
3�

　
　
　
　
　
継
続
協
議
項
目
蝸
3�

協
議
概
要
／
『
新
市
の
事
務
所
の
位
置
』、『
財
産
及
び
債

　
　
　
　
　
務
』及
び『
第
三
セ
ク
タ
ー
等
』の
取
扱
い

　
　
　
　
　
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
こ
の
う
ち
、『
新
市
の
事
務
所
の
位
置
』

　
　
　
　
　
に
つ
い
て
は
、
総
務
・
企
画
・
議
会
小
委

　
　
　
　
　
員
会
に
お
け
る
「
事
務
機
構
及
び
組
織
」

　
　
　
　
　
に
関
す
る
協
議
結
果
を
受
け
て
、
協
議
す

　
　
　
　
　
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
ま
た
、
そ
の
他
の
協
議
事
項
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
も
、
文
言
修
正
等
の
意
見
が
出
さ
れ
、
次

　
　
　
　
　
回
小
委
員
会
で
改
め
て
協
議
す
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
さ
れ
る
な
ど
、
全
て
の
項
目
が
継
続
協
議

　
　
　
　
　
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　
「
そ
の
他
財
産
（
財
産
区
、
覚
書
土
地
）
」                                                           

　
　
　
　
　
の
調
整
結
果
で
は
「
現
行
の
ま
ま
新
市
に       �

            

　
継
承
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
財
産
区�

第
10
回
新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会
�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
11
月
22
日（
月
）�

　
　
　
　
　
午
前
9
時
27
分
〜
11
時
5
分
　�

場
　
　
所
／
園
部
町
役
場�

出
席
者
／
14
名
　
　
傍
聴
者
／
9
名�

協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
3
　
　�

　
　
　
　
　
小
委
員
会
決
定
項
目
蝸
3�

協
議
概
要
／『
財
産
及
び
債
務
』、『
第
三
セ
ク
タ
ー
等
』

　
　
　
　
　
及
び
『
新
市
建
設
計
画
』の
取
扱
い
に
つ
い�

　
　
　
　
　
て
協
議
が
行
わ
れ
、全
て
小
委
員
会
と
し
て

　
　
　
　
　
決
定
さ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
な
お
、
新
市
建
設
計
画
に
お
い
て
は
、�

　
　
　
　
　
新
市
の
主
要
事
業
及
び
府
事
業
に
つ
い
て�

�
　
　
　
　
　�

　
　
　
　
　
事
業
の
追
記
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ
れ
る

　
　
　
　
　
と
と
も
に
、
財
政
計
画
に
つ
い
て
も
、
将

　
　
　
　
　
来
、
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
の
条
件
が
付

　
　
　
　
　
さ
れ
て
い
ま
す
。�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
新
市
建
設
計
画
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　
地
方
交
付
税
は
、
現
状
の
厳
し
さ
を
ど
の

　
　
　
　
　
程
度
加
味
し
た
の
か
。�

　
　
　
　
　
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
近
未
来
的
な

　
　
　
　
　
も
の
も
出
て
い
な
い
。
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー

　
　
　
　
　
シ
ョ
ン
時
に
は
、
5
年
10
％
減
を
3
年
10

　
　
　
　
　
％
減
に
縮
め
た
が
、
そ
の
後
見
直
し
は
し

　
　
　
　
　
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
調
整
の
結
果
、
税

　
　
　
　
　
収
が
減
額
と
な
る
た
め
地
方
交
付
税
が
増

　
　
　
　
　
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。�

　
　
　
　
　
30
〜
40
％
近
く
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
予
測

　
　
　
　
　
し
て
財
政
計
画
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る

　
　
　
　
　
と
実
感
し
て
い
る
。
10
％
程
度
の
減
額
で

　
　
　
　
　
は
、
何
故
こ
ん
な
見
積
り
を
し
て
い
た
の

　
　
　
　
　
か
と
い
う
批
判
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る

　
　
　
　
　
財
政
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ま
ま
で
は

　
　
　
　
　
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
互
い
自
覚
し
、�

　
　
　
　
　
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
の
付
帯
条

　
　
　
　
　
件
を
付
け
て
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
原
案

　
　
　
　
　
ど
お
り
認
め
る
こ
と
と
し
て
よ
い
か
。 �

　
　
　
　
　 

異
議
な
し
　
　
　
　
　�

。�

「
見�

事
務
局�

委
　
員�

委
員
長�

委
　
員�

事
務
局�

委
員
長�

継
続
協
議
へ
�

一
　
同�

�

�

　
　
　
　
　
の
慣
例
の
あ
る
運
用
も
含
め
て
新
市
に
継

　
　
　
　
　
承
さ
れ
る
の
か
。�

　
　
　
　
　
各
町
で
そ
れ
ぞ
れ
の
運
用
が
な
さ
れ
て
お

　
　
　
　
　
り
、
そ
れ
も
含
め
て
新
市
に
継
承
す
る
こ

　
　
　
　
　
と
と
し
て
い
る
。�

　
　
　
　
　
「
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
」
で
は

　
　
　
　
　
な
く
、
で
き
る
だ
け
所
有
者
を
含
め
て
地

　
　
　
　
　
元
管
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
が
で

　
　
　
　
　
き
な
い
場
合
は
、
新
市
に
継
承
す
る
と
い

　
　
　
　
　
う
2
段
構
え
と
す
る
こ
と
。�

�

��
�
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協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
3�

　
　
　
　
　
小
委
員
会
決
定
項
目
蝸
3�

協
議
概
要
／
『
使
用
料
及
び
手
数
料
等
』
、
『
公
共
的

　
　
　
　
　
団
体
等
』
及
び
『
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
、

　
　
　
　
　
交
付
金
等
』
の
取
扱
い
に
つ
い
て
協
議
が

　
　
　
　
　
行
わ
れ
、
全
て
小
委
員
会
と
し
て
決
定
さ

　
　
　
　
　
れ
、
次
回
協
議
会
に
提
案
す
る
こ
と
と
さ

　
　
　
　
　
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
な
お
、
今
回
の
協
議
を
も
っ
て
、
本
小

　
　
　
　
　
委
員
会
で
予
定
さ
れ
て
い
た
合
併
協
定
項

　
　
　
　
　
目
の
協
議
は
全
て
終
了
し
ま
し
た
。�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い
に
関

　
す
る
こ
と
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　
美
山
町
の
町
内
医
療
機
関
医
療
機
器
整
備

　
　
　
　
　
費
補
助
金
は
、
廃
止
し
地
域
医
療
活
動
助

　
　
　
　
　
成
に
包
括
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
新
市
に
な
っ
た
場
合
、
新
市
全
体
に
拡
大

　
　
　
　
　
す
る
と
い
う
考
え
な
の
か
。�

　
　
　
　
　
新
市
全
体
に
拡
大
す
る
の
で
は
な
く
、
現

　
　
　
　
　
行
の
町
域
に
お
い
て
継
承
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
る
。�

第
9
回
住
民
・
福
祉
・
保
健
衛
生
・
環
境
小
委
員
会
�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
11
月
15
日（
月
）　�

　
　
　
　
　
午
後
1 
時
25
分
〜
2
時
40
分�

場
　
　
所
／
園
部
町
役
場�

出
席
者
／
10
名
（
１
名
欠
席
）
　
傍
聴
者
／
2
名�

�

第
10
回
住
民
・
福
祉
・
保
健
衛
生
・
環
境
小
委
員
会
�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
10
月
28
日（
木
）　�

　
　
　
　
　
午
後
1 
時
30
分
〜
4
時
40
分�

場
　
　
所
／
園
部
国
際
交
流
会
館�

出
席
者
／
9
名
（
2
名
欠
席
）
　
傍
聴
者
／
1
名�

協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
7�

　
　
　
　
　
小
委
員
会
決
定
項
目
蝸
7�

協
議
概
要
／『
保
育
所（
そ
の
１
、そ
の
2
）』、『
公
共
的

　
　
　
　
　
団
体
等
』、『
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
、交
付

　
　
　
　
　
金
等
』、『
国
民
健
康
保
険
』、『
戸
籍
住
民
登

　
　
　
　
　
録
事
務
』及
び『
単
独
事
業
等
』の
取
扱
い

　
　
　
　
　
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、全
て
小
委
員
会

　
　
　
　
　
と
し
て
決
定
さ
れ
、一
部
を
除
き
、次
回
協
議

　
　
　
　
　
会
に
提
案
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
な
お
、
『
保
育
所
』
の
取
扱
い
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
保
育
所
数
、
保
育
料
及
び
幼
保
一
元
化
に

　
　
　
　
　
関
し
て
は
、
修
正
意
見
が
出
さ
れ
、
調
整

　
　
　
　
　
結
果
案
の
文
言
修
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
保
育
所
の
取
扱
い
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　
就
学
前
教
育
の
機
会
均
等
を
図
り
充
実
す

　
　
　
　
　
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
幼
保
一
元
化
に
つ

　
　
　
　
　
い
て
検
討
が
必
要
だ
と
思
う
。�

　
　
　
　
　
保
育
所
で
も
幼
稚
園
と
同
じ
カ
リ
キ
ュ
ラ

　
　
　
　
　
ム
が
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、

　
　
　
　
　
幼
稚
園
が
な
い
と
こ
ろ
は
、
幼
稚
園
が
あ

　
　
　
　
　
る
と
こ
ろ
ま
で
、
通
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
困
る
。�

　
　
　
　
　
調
整
結
果
に
、
「
現
保
育
所
施
設
を
活
用

　
　
　
　
　
し
」
と
あ
る
の
で
、
遠
方
ま
で
通
う
こ
と

　
　
　
　
　
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。�

　
　
　
　
　
こ
の
小
委
員
会
で
の
幼
保
一
元
化
の
協
議

　
　
　
　
　
結
果
を
出
せ
ば
よ
い
が
、
協
議
会
に
諮
る

　
　
　
　
　
ま
で
に
、
教
育
小
委
員
会
と
の
検
討
調
整

　
　
　
　
　
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。�

　
　
　
　
　
教
育
部
会
と
住
民
部
会
の
両
部
会
に
お
い

　
　
　
　
　
て
の
検
討
は
、
既
に
行
っ
て
い
る
。
協
議

　
　
　
　
　
会
に
諮
る
時
は
、
両
小
委
員
会
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
の
立
場
で
協
議
願
っ
た
結
果
を
同
時
に
提

　
　
　
　
　
案
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。�

事
務
局�

委
　
員�

委
　
員�

委
　
員�

委
　
員�

事
務
局�

委
　
員�

�
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会
教
育
の
計
画
立
案
に
お
い
て
は
、
分
室

　
　
　
　
　
を
中
心
に
行
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。�

　
　
　
　
　
分
室
は
地
域
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
特

　
　
　
　
　
色
あ
る
展
開
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
な
い
が
、
全
体
の
教
育
行
政
の
体
制
は
本

　
　
　
　
　
庁
で
行
い
、
地
域
の
独
自
性
も
残
し
、
新

　
　
　
　
　
市
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。�

　
　
　
　
　
本
庁
は
企
画
立
案
し
、
分
室
と
連
携
を
も

　
　
　
　
　
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。�

　
　
　
　
　
本
庁
と
分
室
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

　
　
　
　
　
合
併
準
備
体
制
の
中
で
協
議
し
詰
め
て
い

　
　
　
　
　
く
。�

�

m3

第
8
回
教
育
小
委
員
会
�

第
10
回
建
設
・
産
業
・
上
下
水
道
小
委
員
会
�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
11
月
22
日（
月
）�

　
　
　
　
　
午
後
1 
時
30
分
〜
2
時
30
分�

場
　
　
所
／
園
部
町
中
央
公
民
館�

出
席
者
／
8
名
（
2
名
欠
席
）
　
傍
聴
者
／
な
し�

協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
2
　�

　
　
　
　
　
小
委
員
会
決
定
項
目
蝸
2�
　
　�

協
議
概
要
／『
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
』及

　
　
　
　
　
び『
流
域
下
水
道
事
業
負
担
金
』の
取
扱
い

　
　
　
　
　
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、全
て
小
委
員
会

　
　
　
　
　
と
し
て
決
定
さ
れ
、次
回
協
議
会
に
提
案

　
　
　
　
　
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。�

な
お
、
今
回
の
協
議
を
も
っ
て
、
本
小

　
　
　
　
　
と
し
て
決
定
さ
れ
、次
回
協
議
会
に
提
案

　
　
　
　
　
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
な
お
、
今
回
の
協
議
を
も
っ
て
、
本
小

　
　
　
　
　
委
員
会
で
予
定
さ
れ
て
い
た
合
併
協
定
項

　
　
　
　
　
目
の
協
議
は
全
て
終
了
し
ま
し
た
。�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
関

　
す
る
こ
と
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　
「
選
任
に
よ
る
委
員
」
の
定
数
は
ど
の
よ

　
　
　
　
　
う
に
な
る
の
か
。�

　
　
　
　
　
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
」
第
12

　
　
　
　
　
条
に
よ
り
、
一
つ
の
農
業
委
員
会
に
つ
き

　
　
　
　
　
農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
土
地

　
　
　
　
　
改
良
区
が
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
し
た
理
事
又
は

　
　
　
　
　
組
合
員
各
１
名
、
議
会
が
推
薦
し
た
学
識

　
　
　
　
　
経
験
者
4
名
以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
尚
、
議
会
推
薦
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な

　
　
　
　
　
人
数
で
は
な
く
「
4
名
以
内
」
を
採
用
す

　
　
　
　
　
る
方
向
で
考
え
て
い
る
。�

　
　
　
　
　
現
在
の
4
町
の
選
挙
委
員
総
数
は
52
人
で

　
　
　
　
　
あ
る
が
、
在
任
特
例
の
30
人
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
ど
の
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
の
か
。�

　
　
　
　
　
各
町
に
お
い
て
、
選
挙
区
の
定
数
（
案
）

　
　
　
　
　
ど
お
り
の
互
選
を
し
て
い
た
だ
く
方
向
で

考
え
　
　
　
考
え
て
い
る
。�

日
　
　
時
／
平
成
16 
年
12
月
5
日（
日
）　�

　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜
11
時
15
分�

場
　
　
所
／
日
吉
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー�

出
席
者
／
11
名
　
　
傍
聴
者
／
2
名�

協
議
結
果
／
協
議
項
目
蝸
3�

　
　
　
　
　
小
委
員
会
決
定
項
目
蝸
3��

協
議
概
要
／『
小
中
学
校
、幼
稚
園
の
通
学
区
域
等
』、『
学�

　
　
　
　
　
校
教
育
』及
び『
単
独
事
業
等
』の
取
扱
い

　
　
　
　
　
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、全
て
小
委
員
会

　
　
　
　
　
と
し
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　

な
お
、
今
回
の
協
議
を
も
っ
て
、
本
小

　
　
　
　
　
委
員
会
で
予
定
さ
れ
て
い
た
合
併
協
定
項

　
　
　
　
　
目
の
協
議
は
全
て
終
了
し
ま
し
た
。�

【
主
な
意
見
・
質
疑
応
答
等
】�

◇
学
校
教
育
の
取
扱
い
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　（
教
育
委
員
会
事
務
局
に
係
る
）
本
庁
と

　
　
　
　
　
分
室
の
役
割
分
担
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
説
明
願
い
た
い
。�

　
　
　
　
　
学
校
教
育
は
、
分
室
で
も
行
う
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
る
が
、
本
庁
に
集
約
す
る
方
が
よ
い
と
い

　
　
　
　
　
う
意
見
を
以
前
に
い
た
だ
い
た
こ
と
を
参�

　
　
　
　
　
考
に
し
、
構
築
を
図
っ
て
い
き
た
い
。
社

　
　� 委

　
員�

事
務
局�

委
　
員�

事
務
局�

委
　
員�

事
務
局�

委
　
員�

委
　
員�

�

�

事
務
局�


